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Arguments on death with dignity

尊厳死に対する論議

超高齢化社会に突入しようとしている日本。終活という言葉も徐々に広まりつつある。終期の大切な日々をどう過ごしていくのか、自分

の人生の終え方を自分自身で決めなければいけない時代に差し掛かってきた。人はみな生まれ死んでいく。人生の終え方を決めるのは自分自身で

あり、その権利はすべての人間が持っているだろう。だからこそ、終期に関する議論は他人事にはしていけないのだ。つまり、私たちは人生の終

え方の選択肢として、尊厳死について考える必要がある。しかし、安楽死と尊厳死の違いの認知度の低さや、国会での議論の進み具合などからみ

ても、日本の尊厳死に対する議論は十分にされていない。私たちの世代が介護する世代になり、私たちが親になり介護される立場になる。将来の

子供たちが親の終期の迎え方に悩まないためにも尊厳死に関する議論を進め、整えていくことが必要だ。尊厳死に対する議論を進めることの利点

として、国民の認識や、死の権利について考える機会が増えて理解が広まる。また、当人も望まない延命治療による医療費の負担も減らせると考

える。その一方でもし、尊厳死についての議論を勧めなければ、医療技術の目まぐるしい発達の進む日本で延命治療を望まない人達の、誰も望ん

でいない治療が行われ続けている。これは、高齢者が増えている日本において大きな国の負担になっていくだろう。コロナ過で国への負担がこれ

以上増えることを危惧している今こそ議論を進め、未来の日本に余裕を持たせていくべきだ。

議論を進めるべき理由として、まず尊厳死の認知度をあげる。安楽死と尊厳死の違いについて混乱する人が多くいる。広辞苑によると、

安楽死とは、助かる見込みのない病人を、本人の希望に従って、苦痛の少ない方法で人為的に死なせること。と定義されている。その一方で、尊

厳死とは、一個の人格としての尊厳を保って死を迎える、あるいは迎えさせること。近代医学の延命技術などが、死に臨む人の人間性を無視しが

ちであることへの反省として、認識されるようになった。と記されている。つまり日本では尊厳死と安楽死は違うものとして区別されており、尊

厳死は明確な定義がなされている。安楽死には、薬物投与などによって何もしない状態よりも早く死を迎える「積極的安楽死」と、延命しない形

で自然な死を迎える「消極的安楽死」がある。そのため、広い意味で言えば尊厳死は安楽死の一部と言える。しかし、欧米では、安楽死も尊厳死

も区別せずに、安楽死 death with dignity とされている。入り組んだ意味の違いから、日本では、安楽死と尊厳死の意味の違いが分から

ない人が多い。これこそが日本で尊厳死の議論が進まない理由の一つであると考える。なぜなら、安楽死に対する抵抗力や嫌悪感の大きい日本で

は、尊厳死を安楽死と勘違いしている人が多いと、死に対する議論を進めようとしても、そもそも議題にも上げないように無視し、厄介なものと



する風習がまだ残っているように感じるからだ。国会議事録検索システムの結果によると（国会議事録検索システム、令和 3 年 12 月 10 日、

令和 3 年 12 月 17 日）、近年で尊厳死という言葉が国会で出てきて議論されているのは、年に約二回だけだ。現状では、十分に議論されて

いるとは言えないだろう。

次に医療現場の実態についてである。厚生労働省医政局の人生の最終段階の医療における厚生労働省の取組（厚生労働省医政局市域医療

計画課、平成 28 年 10 月 27 日、3 ページ、令和 3 年 12 月 10 日）によれば、日本の総人口は、2060 年には 9,000 万人を割り込

み、高齢化率は４０％近くになる。また、年間死亡数は増加傾向を示すことが予想され、2040 年と 2015 年では、約 36 万人／年の差が推

計されている。死亡場所の推移は病院での死亡が増加し、自宅死が減少するとされている。しかし、最期を迎えたい場所として、自宅が

54.6%で最も高くなっている。また、内閣府の延命治療に対する考え方によると（内閣府、平成 29 年、令和 3 年 12 月 17 日）延命のみ

を目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい」と回答した人の割合は 91.1％と 9 割を超えていた。それに加え、幻冬舎の佐藤貴久によ

れば（佐藤貴久、平成 30 年 5 月 6 日、幻冬舎、令和 3 年 12 月 18 日）患者本人も望まないような医療が医療費を圧迫し、結果として高

齢者を追い詰めている―このような側面もあり、胃ろうをつけている患者は全国に 40～60 万人、医療費は 2000 億円にもなると評してい

る。今後ますます、このような医療費が国の負担になっていくと考えられる。つまり、早急に尊厳死についての議論を進め、死を選ぶ権利を確立

するべきだ。また、平成１９年５月２１日に厚生労働省によって出された、「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」（厚生労働省医

政局総務課、平成 19 年 5 月 21 日、菊岡、野尻、令和 3 年 12 月 17 日）がある。しかし現状は、厚生労働省の平成 25 年 3 月に行わ

れた国及び学会等のガイドラインの利用状況（厚生労働省医政局、平成 25 年 3 月、15 ページ、令和 3 年 12 月 17 日）によれば、ガイド

ラインを参考にしている割合は約 2 割、一方で、ガイドラインを知らないと回答したものは、医者は 3 割、看護師 4 割、施設介護職員が 5 割

であった。つまり、ガイドラインを出しているが、正常に機能していないことがうかがわれる。国民が主体的に人生の最終段階における医療に関

して、考えることのできる機会を提供することが重要である。そのためにも、国会が尊厳死に関する議論を進め、死に対する知識を国民に広めて

いくことが大切である。

　 最後に、国民が自分の人生の最終段階における医療に関しての関心が低いことだ。これは、国会で議論が進まず話題になることも少ないため、

国民の話題になることも少ないからだ。また私が 2021 年 12 月に個人的に行ったインスタグラムを使用したアンケート調査によれば、8 割

の人が尊厳死というのは認知度が低いと感じている。その理由として、授業以外で触れる機会がないことや、昔の教育にはなかったなどが挙げら

れていた。私は、テレビなどの子供や多くの人の目に擦れるメディアではネガティブなイメージのある、尊厳死について触れることが少ないから



だと考える。それに加えて、厚生労働省による、人生の最終段階における医療に関して家族と話し合ったことがある人の割合については（厚生労

働省医政局、平成 25 年 3 月、13 ページ、令和 3 年 12 月 17 日）一般国民ではたったの 4 割であった。リビングウィルという事前指示

書を作成している人は少ない。なので、十分な設備や決まりが定められていない。その結果、医療従事者の判断への迷いや躊躇から、本人の意思

が尊重されないということが起こっている。これは、人としての、生きる権利と同等の、死に方を選ぶ権利を侵していることを意味すると私は考

える。

　 　 以上のことから、日本は早急に尊厳死に関する議論を進め、国民への理解や知識を発信し広める責任がある。特に、高齢化や、医療現場

の実態からみても、議論を進めるべきだという理由は多く見受けられる。国のためにも、国民の権利を守るためにも、尊厳死に関する議論を進め

ることが必要なのだ。
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